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共通申込事項 申込み時には次の内容を明記してください。
●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号

For more details of the information, please call the multilingual hotline.

◆By telephone　◉17 languages are available as follows: English, Chinese (Pekingese and Cantonese), 
Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, Hindi, Russian, French, 
Myanmar, Mogolian and Persian.　◉Hotline:☎ 71-2299

CONSULTAS AOS ESTRANGEIROS／MUNICIPAL CONSULTATION SERVICE FOR FOREIGN RESIDENTS

Entre em contato através do número de telefone abaixo, especiífico para estrangeiros e saiba
mais informações sobre os pormenores de cada artigo.

◆VIA TELEFONE　◉disponível em 17 línguas: inglês, chinês (pequim e cantonês), coreano, vietnamita, 
nepalês, indonésio, tagalo, tailandês, português, espanhol, hindi, russo, francês, mianmar, mongol e persa.
◉Telefone específico:☎ 71-2299.

◆BALCÃO DOS SETORES
◉disponível em 14 línguas: inglês, chinês (pequim), 
coreano, vietnamita, nepalês, indonésio, tagalo, 
tailandês, português, espanhol, hindi, russo, francês e 
mianmar.

◆By the desks in Anjo city office　
◉14 languages are available as follows: English, 
Chinese (Pekingese), Korean, Vietnamese, Nepali, 
Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, Hindi, 
Russian, French and Myanmar.

Multilingual
Hotline

☎0566
〈71〉
2299

NÃO DEIXEM DE UTILIZAR O “CATÁLOGO DE BOLSO” UM APLICATIVO GRATUITO DE 
TRADUÇÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA DO INFORMATIVO DE ANJO
LÍNGUAS APLICÁVEIS ➡ Japonês, Inglês, Coreano, Chinês (tradicional e simplificado), Tailandês, Português, Espanhol, Indonésio e Vietnamita.

Free App “Catalog Pocket” is Available to Translate  (Anjo City Information) in Foreign Languages
Available languages: Japanese, English, Korean, Chinese (Traditional Chinese and Simplified Chinese), Thai, Portuguese, Spanish, Indonesian and Vietnamese.

KOHO ANJO

令 和 ６ 年 度 市 組 織 改 正

４月１日から以下のとおり市役所の組織を改正します。
改正により１５部４６課１33係（前年度より2課増、2係増）となります。

●健幸=SDGs課の名称を「企画政策課」へ変更
　令和６年度からスタートする第９次安城市総
合計画を機に、市民に理解しやすい名称とする
ため「企画政策課」へ変更します。
●「プロジェクト推進室」の設置
　三河安城地域の活性化、賑わい創出のために、
三河安城交流拠点施設の開業に向け、建設支援
や管理運営に係る関係機関との調整及び諸手続
きに加え、市民や利害関係者の機運醸成を積極
的に進めていく必要があることから、当施設に
関する業務を包括的に進めるため、企画政策課
に「プロジェクト推進室」を設置します。
●「デジタル推進課」の設置・経営情報課の名称
を「経営管理課」へ変更
　行政のデジタル化（DX）を推進する組織の更
なる強化を図るため、「デジタル推進課」を設置
します。これに伴い、経営情報課の名称を「経
営管理課」へ変更します。

●「資産経営課」の設置
　公共施設の総合的な管理業務をより効率的
に推進するとともに、市有財産の最適化、有
効活用、総合調整を行うため、「資産経営課」
を総務部に設置します。
●ごみ資源循環課に「施設整備係」を設置・係
名称の変更
　廃棄物処理施設について、施設の更新や統
廃合等将来の整備に向けた検討を行い、各施
設の整備を効率的に実施するため、環境クリ
ーンセンターに「施設整備係」を設置します。
これに伴い、施設係の名称を「施設管理係」に
変更します。
●令和８年アジア競技大会（愛知・名古屋大
会）に向け室及び係の設置
　大会運営に関する具体的な計画策定や諸準
備等の業務を円滑かつ確実に進めるため、ス
ポーツ課に「アジア競技大会推進室」「アジア
競技大会推進係」を設置します。

問経営管理課（☎〈７１〉２２０５）　

相談窓口

場場所　予予約先 　問問合せ先省略記号

名 　　称 日時・予約期間・定員等 対象 場所・予約・問合せ
弁 護 士 に よ る
法 律 相 談

毎週㈮、4月17日㈬／午後１時～4時(相談時間は１人
30分)／要予約（※）／先着各６人

市内在住・在勤・
在学者

場予市役所相談室
（北庁舎１階／☎︎〈71〉2222）

（※）4月22日㈪午前９時から５
月分の予約を受け付けます。

司 法 書 士 に よ る
法 律 相 談

4月１日㈪・15日㈪、５月７日㈫／午後１時～4時(相
談時間は１人30分)／要予約（※）／先着各６人

司法書士・土地家屋
調査士による相続・
登 記・ 測 量 相 談

4月10日㈬、５月８日㈬／午後１時～4時(相談時間は
１人30分)／要予約（※）／先着各６人

行 政 書 士 に よ る
相続・遺言・契約等
書 類 作 成 相 談

4月９日㈫、５月14日㈫／午後１時～4時(相談時間は
１人45分)／要予約（※）／先着各4人

女 性 相 談 毎週㈬／午前10時～午後4時／予約優先（※）／先着各５人

行 政 相 談 4月２日㈫・16日㈫、５月７日㈫／午後１時～4時／
当日受付

人 権 相 談 4月4日㈭・18日㈭、５月２日㈭／午後１時～4時(相談
時間は１人30分)／当日受付

市 民 相 談 ㈪～㈮／午前８時30分～午後５時／当日受付

税 理 士 に よ る
税 務 相 談

５月７日㈫／午後１時30分～4時(相談時間は１人35
分)／予約優先／先着８人 市内在住者 場市役所相談室(北庁舎１階)

予市民税課(☎︎〈71〉2213）６月５日㈬の予約は4月５日㈮から
宅地建物取引士に
よ る 不 動 産 ・
空 き 家 相 談

4月23日㈫／午後１時～３時30分(相談時間は１人30
分)／要予約(予約期間➡4月１日㈪～18日㈭)／先着4
人

市内在住者、市内
に不動産又は空き
家を所有する人

場市役所相談室(北庁舎１階)
予建築課(☎︎〈71〉2241）

労 働 相 談 4月11日㈭、５月９日㈭／午後１時～4時／要予約(予
約期間➡各相談日の前々日まで）／先着各６人 誰でも可 場市役所相談室(北庁舎１階)

予商工課(☎︎〈71〉2235)

消費生活相談員に
よる消費生活相談

㈪㈫㈭㈮／午前９時30分～午後4時(受付は午後３時30
分まで）／予約優先（※）／電話相談も可
当相談を利用した人に限り、弁護士による消費生活相
談を利用できる場合有

市内在住・在勤・
在学者

場 予消費生活センター(市役所
さくら庁舎１階／☎︎〈76〉7749）
（※）各相談日の１週間前の午前
８時30分から。閉所時は商工課
（☎︎〈71〉2235）へ

職 業 相 談 ・ 紹 介 ㈪～㈮／午前９時～午後4時30分／当日受付
※正午～午後１時は検索機の利用のみ可。 誰でも可 場 問市地域職業相談室(市役所

さくら庁舎１階／☎︎〈71〉0311）

内 職 相 談 毎週㈮／午前10時～午後３時(受付は午後２時30分ま
で)／当日受付 県内在住者 場市役所さくら庁舎１階

問子育て支援課(☎︎〈71〉2229)
ひとり親家庭相談

㈪～㈮／午前８時30分～午後５時15分／当日受付
市内在住者 場問子育て支援課(☎︎〈71〉2229)

児 童 相 談 市内在住で18歳未
満の子の保護者 場問子育て支援課(☎︎〈71〉2272)

就 学 相 談 ㈪～㈯／午前８時30分～午後５時15分／要予約（随時
受付）

原則、市内在住で
小学校就学に心配
のある年長児と保
護者

場 予子ども発達支援センター
あんステップ♬発達相談支援室
(☎︎〈77〉7796)

若 者 相 談
（ 不 登 校 ・
ひ き こ も り 等 ）

※4月以降の詳細は未定です。
　青少年の家へ直接問い合わせてください。

市内在住・在勤・
在学で義務教育を
修了した15～39歳
の人、その家族

場問青少年の家（☎︎〈76〉3432）

障 害 者 更 生 相 談 4月11日㈭、５月９日㈭／午後１時～4時／要予約（予
約期間➡各相談日の２日前の正午まで）／先着各６人

市内在住の身体·知
的障害者、介護者

場予総合福祉センター
（☎︎〈77〉7888）

カ ラ ダ い き い き
栄 養 相 談

4月10日㈬・24日㈬、５月８日㈬　A（じっくり）コー
ス➡午前９時～正午(相談時間は１人１時間)　B（かん
たん）コース➡午後１時～３時30分(相談時間は１人10
分程度、出入り自由)

市内在住・在勤で
20歳以上の人（家
族の相談可）

場予保健センター（☎︎〈76〉1133）

Aコースは要予約(各相談日前日まで）／各日先着２人

家族のためのここ
ろ ホ ッ と 相 談 日

4月4日㈭、５月９日㈭／午後１時～4時30分(相談時
間は１人１時間)／要予約(予約期間➡各相談日の前々
日まで）／先着各３人

精神科等に通ってい
ないが、うつ傾向と
思われる人の家族

思 春 期 保 健
相 談 ル ー ム

Ｅメール(shishunkiroom@city.anjo.lg.jp)での相談は
随時受付／面談の場合は要予約（随時受付）

市内の小学生～高
校生と保護者

保 健 師 等 に よ る
保 健 相 談

㈪～㈮／午前８時30分～午後５時／電話相談
市内在住者

面談の場合は要予約（随時受付）

教　 育　 相　 談
㈪～㈮／午前９時～午後５時／電話相談 市内在住の小中学

生及び保護者、市
内公立小中学校在
勤の教職員

場予教育センター相談室
（☎︎〈76〉9674）

来所相談の場合は要予約(随時受付）
心 理 士 に よ る
ふ れ あ い 相 談

㈪～㈮／午前10時～午後５時(㈪は午後６時まで）／要
予約(随時受付）

４月1日～５月14日分 各分野の専門職が相談に応じ､秘密は固く守ります。相談業務は正午～午後1時(消費
生活相談員による消費生活相談は除く)､４月29日㈷、５月３日㈷・6日㉁は休みます｡
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